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もの忘れ、健診受けて ひと安心

も
のお知らせ

認知症は早期対応で良くなります

認知症の初期段階からの回復体験談

お
知
ら
せ

シ
ル
バ
ー
ピ
ア
住
宅
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

緊
急
通
報
装
置
や
手
す
り
の
設

置
な
ど
、
日
常
生
活
に
配
慮
し
た

住
宅
で
す
。

住
ま
い
に
困
っ
て
い
る
度
合
い

の
高
い
順
に
登
録
し
、
空
き
家
が

発
生
次
第
、
順
番
に
紹
介
し
ま
す
。

【
対
象
】
次
の
全
て
に
該
当
す
る

65
歳
以
上
で
単
身
の
方

▽
平
成
28
年
6
月
14
日
以
前
か
ら

区
内
に
お
住
ま
い
の
方

▽
自
立
し
た
生
活
の
で
き
る
方

（
介
護
を
受
け
な
が
ら
自
立
し
た

生
活
を
し
て
い
る
方
を
含
む
）

▽
前
年
の
所
得
金
額
が
、2
5
6
万

8
千
円
以
内
の
方

▽
立
ち
退
き
を
求
め
ら
れ
て
い
る
、

ま
た
は
住
宅
が
老
朽
化
し
て
い
る

な
ど
の
理
由
で
お
困
り
の
方

（
家
賃
滞
納
な
ど
本
人
に
責
任
が

あ
る
場
合
を
除
く
）

▽
暴
力
団
員
で
な
い
方

【
入
居
登
録
期
間
】

令
和
2
年
1
月
31
日
㈮
ま
で

【
募
集
住
宅
】

単
身
者
向

1
Ｄ
Ｋ

7
戸

今
年
度
は
2
人
世
帯
向
住
宅
の

募
集
を
行
い
ま
せ
ん
。

【
使
用
料（
月
額
）】

1
万
3
4
0
0
円
〜
3
万
8
千
円

使
用
料
は
所
得
金
額
に
よ
っ
て

変
わ
り
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

6
月
6
日
㈭
〜
13
日
㈭
に
住
環

境
整
備
課
（
区
役
所
3
階
3
0
7

番
）
で
申
込
用
紙
の
配
布
・
申
込

受
付
を
し
ま
す
。

申
し
込
み
の
際
は
、
申
込
者
本

人
が
印
鑑
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ

さ
い
。
立
ち
退
き
が
理
由
の
場
合

は
、
家
主
に
よ
る
立
ち
退
き
証
明

書
が
必
要
で
す
。

【
担
当
課
】
住
環
境
整
備
課
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5
6
5
4
）8
3
5
3

介
護
保
険
利
用
者
の

負
担
額
軽
減
申
請

更
新
の
お
知
ら
せ

介
護
保
険
施
設
で
の
負
担
額
軽
減

申
請介

護
保
険
施
設
に
お
け
る
食
費

・
居
住
費
の
負
担
額
軽
減
の
認
定

（
負
担
限
度
額
認
定
）を
受
け
て
い

る
方
へ
、
更
新
の
お
知
ら
せ
を
6

月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

【
対
象
】
住
民
税
非
課
税
世
帯
で

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

▽
配
偶
者
が
い
る
場
合
、
配
偶
者

も
非
課
税（
世
帯
分
離
を
含
む
）

▽
預
貯
金
な
ど
の
額
が
、
単
身
で

1
千
万
円
（
夫
婦
の
場
合
は
2
千

万
円
）
以
下

【
更
新
後
の
認
定
期
間
】

8
月
1
日
㈭
〜
令
和
2
年
7
月
31

日
㈮

生
計
困
難
な
方
の
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
利
用
料
軽
減
申
請

軽
減
事
業
を
実
施
し
て
い
る
事

業
者
か
ら
、
訪
問
介
護
や
短
期
入

所
生
活
介
護（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

な
ど
、
指
定
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
た
場
合
、
利
用
料
を
25

％
軽
減
し
ま
す
（
老
齢
福
祉
年
金

受
給
者
の
方
は
50
％
軽
減
）。

利
用
料
軽
減
の
認
定
を
受
け
て

い
る
方
へ
、
更
新
の
お
知
ら
せ
を

6
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

【
対
象
】

住
民
税
非
課
税
世
帯
で
次
の
全
て

に
該
当
す
る
方
、
ま
た
は
生
活
保

護
受
給
者

▽
年
間
収
入
が
単
身
世
帯
で
1
5
0

万
円
（
世
帯
員
が
1
人
増
え
る
ご

と
に
50
万
円
加
算
）
以
下

▽
預
貯
金
な
ど
（
有
価
証
券
、
債

券
な
ど
も
含
む
）
の
額
が
単
身
世

帯
で
3
5
0
万
円
（
世
帯
員
が
1

人
増
え
る
ご
と
に
1
0
0
万
円
加

算
）
以
下

▽
日
常
生
活
の
た
め
に
必
要
な
資

産
以
外
に
活
用
で
き
る
資
産
が
な

い▽
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
な
ど
に

扶
養
さ
れ
て
い
な
い

▽
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な

い

い
ず
れ
も

新
規
に
申
請
す
る
場
合
や
対
象

の
事
業
者
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
更
新
受
付
期
限
】

6
月
28
日
㈮
ま
で

【
申
請
・
担
当
課
】
介
護
保
険
課

（
区
役
所
2
階
2
0
1
番
）
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65
歳
以
上
の
方
へ

平
成
31
年
度
の
介
護
保
険

料
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

介
護
保
険
料
特
別
徴
収
額
決
定

通
知
書
兼
納
入
通
知
書
を
6
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す
。

な
お
、
通
知
書
の
表
記
は
「
平

成
31
年
度
」
で
統
一
し
て
い
ま
す
。

年
金
天
引
き
や
口
座
振
替
の
方

決
定
通
知
書
の
み

10
月
か
ら
年
金
天
引
き
と
な
る
方

決
定
通
知
書
、
6
〜
9
月
分
の
全

納
納
付
書
お
よ
び
各
月
の
納
付
書

納
付
書
で
お
支
払
い
の
方

決
定
通
知
書
、
6
月
〜
令
和
2
年

3
月
分
の
全
納
納
付
書
お
よ
び
各

月
の
納
付
書

【
担
当
課
】

介
護
保
険
課

�（
5
6
5
4
）8
2
4
9

催

し

銭
湯
で
演
歌
を

聴
き
ま
せ
ん
か

70
歳
以
上
の
方
が
区
内
の
銭
湯

を
1
回
2
3
0
円
で
利
用
で
き
る

「
く
つ
ろ
ぎ
入
浴
事
業
」の
Ｐ
Ｒ
イ

ベ
ン
ト
で
す
。
70
歳
未
満
の
方
も

お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
6
月
16
日
㈰
午
後
1
〜
2
時
。

直
接
会
場
へ（
先
着
順
）。
会
栄
湯

（
高
砂
8‐

15‐

12
）。
駐
車
場
は

あ
り
ま
せ
ん
。
対
区
内
在
住
の
方

20
人
程
度
内
出
演
／
エ
ン
カ
ペ
ラ

Ｇ（
男
性
ア
カ
ペ
ラ
グ
ル
ー
プ
）担

高
齢
者
支
援
課
�（
5
6
5
4
）8

2
5
9

凡
例
日
日
時

会
会
場

対
対
象

定
定
員

内
内
容

師
講
師

費
費
用

持
持
ち
物

保
保
育

他
そ
の
他

方
申
込
方
法

申
申
込
先

問
問
い
合
わ
せ
先

担
担
当
課

�
こ
の
マ
ー
ク
の
あ
る
も
の
は
、
パ
ソ
コ
ン
・
携
帯
電
話
か
ら
電
子
申
請
で
申
し
込

み
が
で
き
ま
す（
一
部
、
携
帯
電
話
か
ら
は
申
請
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
）。

「
全
○
回
」と
あ
る
講
座
は
、全
て
の
日
程
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。費
用
の
記
載
が
な
い
事
業
は
無
料
で
す
。多
数
抽
選
の
記
載
が
あ
る
事
業
は
、
定
員
を
超
え
た

場
合
抽
選
し
ま
す
。
ハ
ガ
キ
、フ
ァ
ク
ス
に
よ
る
申
し
込
み
は
原
則
1
人
1
枚
で
す
。
詳
し
く
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【担当課】 高齢者支援課 �5654‐8597

区内指定医療機関（約120カ所）で、医師による
問診と簡単な検査を行い、認知症の疑いを早期
に発見して必要な支援につなげます。
対象の方へ受診券を5月下旬に発送しました。

実施期間 6月1日(土）～10月31日（木）
対象 区内在住で、平成31年4月1日現在次の
いずれかに該当する方▲

68～72歳の方（昭和21年4月2日～26年4月
1日生まれの方）▲

75歳の方（昭和18年4月2日～19年4月1日
生まれの方）
既に認知症の診断・治療を受けている方は健

診を受けていただく必要はありません。

いな ば さとし

葛飾区認知症サポート医 稲葉敏氏
認知症は、高血圧や糖尿病などと同じ生活習慣病の一つ

で、ごく一般的な「普通の病」です。生活習慣病と同様に、

認知症は、「軽度認知障害（MCI）」や「早期認知症」の段階で

早期に発見し、治療や生活習慣を改善することで症状が良

くなります。

その結果、生活能力が向上し、その方らしく生きる選択ができます。また、

認知症のご家族や介護者のご負担も軽減されます。

76歳・女性
5年ほど前、調味料を置いた場所が分からない、習い事の内容が思い出せ

ないなどの症状に気づきました。

かかりつけ医に相談して検査を受けた結果、認知症の初期段階でした。当

初は不安でいっぱいでしたが、軽度認知障害や認知症の初期段階で治療を受

ければ、50～70％の方は良くなることを教えていただき、それからは治療を

続けながら、健康体操や大好きな習い事を増やしました。その結果、認知機

能は改善し、今ではほとんど生活に支障なく、感謝の日々を送っています。

診健防予れ忘の

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

（２）
令和元年（2019年）6月5日 No.1768

葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp


